
 

業 務 概 要 書 

 

契 約 の 目 的 

（業務名称） 

丸亀市中央学校給食センター及び丸亀市飯山学校給食センター調

理等業務委託 

業 務 概 要 

丸亀市中央学校給食センター及び丸亀市飯山学校給食センターの

調理・洗浄・清掃等の業務については、令和 4年度から 6年度まで民

間の集団給食調理事業者に委託しているが、令和 7年度以降も引き続

き、民間委託することとする。 

その事業者選定に当たっては、民間事業者の高い技術力やコスト意

識等を活用するとともに、調理等業務の安全性及び効率性を確保する

ため、公募型プロポーザル方式を採用することとする。 

 委託業務 

⑴ 調理業務（主食・副食・アレルギー対応給食） 

⑵ 配缶業務 

⑶ 食器、食缶、調理設備機器・備品及び容器等の洗浄・消毒

業務 

⑷ 厨芥の処理及び残菜等堆肥化装置への投入作業 

⑸ 施設・設備等の清掃 

⑹ 施設管理及びボイラー業務 

⑺ 使用物品管理業務 

⑻ 衛生管理業務 

⑼ 前各号に付帯する業務 

※本委託業務から除く業務 

・献立作成業務 

・食材調達業務 

・給食費徴収等業務 

・食器配送及び回収業務 

・給食配送業務 

・食缶回収業務 

履 行 場 所 
丸亀市中央学校給食センター（丸亀市飯山町東坂元 2065番地 1） 

丸亀市飯山学校給食センター（丸亀市飯山町東坂元 2063番地 1） 

履 行 期 間 
令和 7年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで 

（令和 7年度～令和 9年度） 

 

 


